
BusiNest「新事業展開コース」利用細則 

 

  

（総則） 

第１条 本細則は、「BusiNest 利用規約」第 15 条の規定に基づいて定め、独立行政法人中

小企業基盤整備機構（以下「機構」という。）が BusiNestにおいて実施する「新事業

展開コース」を利用する者（以下「利用者」という。）に対し適用するものとする。 

 

（支援の内容） 

第２条 機構が BusiNestにおいて実施する支援内容は以下のとおりとし、具体的な内容は  

利用者と相談の上、個別に決定するものとする。 

  一 新事業の計画づくり支援 

  二 新事業の立ち上げ実行支援 

三 販路開拓の計画づくり支援 

四 販路開拓の実行支援 

五 マーケティング・営業活動支援 

六 その他機構が利用者にとって必要と考えるな事項の支援 

 

（利用者の資格） 

第３条 利用者の条件は以下のいずれかに該当する者で、かつ機構が BusiNestの利用を許 

可した者とする。 

一 新たな事業展開を検討、計画している設立後２年以上の法人 

二 具体的に新たな事業展開に向けて活動している設立後２年以上の法人 

三 第二創業を目指している設立後２年以上の法人 

四 首都圏や海外への新たな販路開拓を検討、計画している設立後２年以上の法人 

五 具体的に新たな販路開拓に向けて活動している設立後２年以上の法人 

六 その他機構が特に必要と認める者 

２ 申込以前に利用者（「無料コース」を除く）であった者や法人は新たに利用申込で 

きないこととする。 

 

（利用料） 

第４条 利用者は、「新事業展開コース」の利用にあたり、毎月以下の利用料を支払わなけ

ればならない（消費税込み）。 

     利用１年目   １０，０００円／月 

     利用２年目   ２０，０００円／月 

２ 利用者は希望により新事業展開等のためのスペースを新事業展開の一時期に限り利

用することができるものとする。なお、利用にあたっては、毎月以下の利用料を支払わ

なければならない（消費税込み。電気料も含む）。 

     ブースオフィス  ２，０００円／月 

     個室（小）    ４，０００円／月 

     個室（中）    ８，０００円／月 

３ 利用開始日の属する月又は利用終了日の属する月における利用者の利用期間が１ヶ

月に満たないときの利用料は、１月を３０日として日割計算した額とし、その日割計算

した額に１０円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。 

 



（利用期間） 

第５条 当初の利用期間は原則として１年間とする。ただし、利用者から利用期間延長の意 

思表示があった場合、機構は１回利用期間を延長することが出来る。なお、更新に 

より延長できる利用期間は１年間とする。 

 ２ 前項において、機構は次の各号を評価して利用期間の延長を判断するものとする。 

ただし、BusiNestの運営上支障が生じる場合又は機構の業務運営上、合理的な理由 

が認められる場合は、機構は利用期間の延長を認めないことが出来る。 

  一 利用者の利用期間中の新事業活動や支援受入実績が十分であること 

  二 支援の必要性、実行可能性があること 

 

（新事業展開等スペースの利用） 

第６条 第４条第２項のスペースは、複数の利用者が共同で利用することもできるものと

する。 

２ 本スペース内の清掃は利用者が行うものとする。 

３ 本スペースの利用者は、メールボックスを利用して郵便等を受け取ることができる

ものとする。なお機構は、破損等による郵便物の紛失、盗難等の損害についてはその責

任を負わないものとする。 

４ 緊急時ならびに建物や設備の維持管理や保守点検など必要があるときは、本スペー

スに機構や業者が断りなく立ち入ることができるものとする。 

 

（共用スペースの利用） 

第７条 利用者は、BusiNest 及び東京校内の以下の共用スペース等を、一時的に利用する

ことができるものとする。 

  一 会議室 

  二 交流コーナー 

  三 ビジネスコーナー 

  四 セミナールーム 

五 展示コーナー 

六 シャワー室 

七 コワーキングスペース 

八 東京校内にある読書室、食堂 

２ 会議室の利用を希望する者は、事前に受付に申し出なければならない。 

３ セミナールーム及び展示コーナーの利用を希望する者は、事前に利用申込書を提出

しなければならない。 

４ 共用スペースの清掃は機構が行うものとする。 

 

（機器等設置の制限） 

第８条 利用者は、第４条第２項に定めるスペースに自己所有の機器・物品等を設置すると 

きは、事前に機構に届け出なければならない。 

２ 利用者は、前項の機器・物品等を自己のスペース以外の場所に放置してはならない。 

３ 機構は、第１項の機器・物品等が盗難、紛失、事故等にあったとしてもその責任を負 

わないものとする。 

４ 利用者は、利用を終了する際には、第１項に規定する機器・物品等を撤去しなればな 

らない。なお、撤去等に要する費用は当該利用者が負担するものとする。 

 



（カードキーの管理） 

第９条 機構は、利用者に対しカードキーを原則として１枚貸与するものとする。 

２ 利用者は、貸与されたカードキーについて責任を持って管理し、他者に貸与し、譲渡 

し、又は複写してはならない。 

３ カードキーを紛失した場合は直ちに機構に連絡するものとする（再発行は有料）。 

４ 利用者が利用を終了する際には、カードキーを機構に返還しなければならない。 

５ カードキーの取扱については、別途定めるものとする。 

 

（車両等の乗り入れ） 

第 10条 利用者は、事前の申請により BusiNest共用駐車場を利用することができるもの 

とする。 

 

（その他） 

第 11条 本細則の改正・変更等は、機構が行うものとし、その効力は利用者の全部に及ぶ 

ものとする。 

２ 前項の改正・変更等を行う場合は、原則として１ヶ月以上前までにその内容を利用者 

に通知し、変更後の細則を利用者に交付するものとする。 

 

 

附 則 本細則は、平成２７年４月１日から実施するものとする。 

附 則 本細則は、平成２８年４月１日から実施するものとする。 

附 則 本細則は、平成２９年４月１日から実施するものとする。 

附 則 本細則は、平成３０年７月１日から実施するものとする。 

附 則 本細則は、２０１９年５月１日から実施するものとする。 

 


